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）

分
証
明
書
の
様
式
）

条

条
例
第
六
条
第
二
項
の
身
分

山
口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規

口
県
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
統

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ

計
調
査
員
証
）

条

知
事
は
、
条
例
第
五
条
第
一

規

口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
を

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
三
十
五
号

目

次

則口
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
（
統

口
県
食
の
安
心
・
安
全
審
議
会
規
則

口
県
食
の
安
心
・
安
全
推
進
条
例
施

週
火
・
金
曜
日
発
行

を
交
付
す
る
。

を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
第
二

則五
年
山
口
県
規
則
第
七
十
一
号

計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

項
の
統
計
調
査
員
に
対
し
、
そ

則

こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
知

計
分
析
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

行
規
則
（
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…号

様
式
に
よ
る
。

）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

口
県
条
例
第
二
号
。
（
以
下

の
と
す
る
。

の
身
分
を
示
す
証
票
と
し
て
統

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平 成 年
月 日

（火曜日）

一

統
計
法
（
平
成
十
九
年

す
る
者
（
以
下
「
公
的
機

関
以
外
の
者
と
共
同
し
て

二

そ
の
実
施
に
要
す
る
費

助
の
対
象
と
な
る
調
査
研

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け

第
四
条

条
例
第
九
条
第
一
号

住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け

第
五
条

条
例
第
九
条
第
二
号

あ
っ
て
、
調
査
票
情
報
を
適

る
。

法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
三

関
」
と
い
う
。
）
が
、
公
的
機
関

行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作

用
の
全
部
又
は
一
部
を
公
的
機
関

究
を
公
募
の
方
法
に
よ
り
決
定
す

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

す
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
者
）

の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
会
計
検

公
社
及
び
土
地
開
発
公
社
と
す
る

る
こ
と
が
で
き
る
統
計
の
作
成
等

の
規
則
で
定
め
る
統
計
の
作
成
等

正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措

一

項
の
行
政
機
関
等
又
は
前
条
に
規

以
外
の
者
に
委
託
し
、
又
は
公
的

成
等

が
補
助
す
る
調
査
研
究
で
、
当
該

る
も
の
に
係
る
統
計
の
作
成
等

だ
し
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規

査
院
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
地

。）は
、
次
に
掲
げ
る
統
計
の
作
成
等

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と

定機補定 方です

規

則



平成 年 月 日 火曜日 山 口

備

県 報

従 任

（号 外 ）
１

第

記
別

縦
、
は

さ
き
大

の
紙

用
考

す
事

日
月

年
期

チ
ン
セ

６

出
押

称
名

の
査
調

計
統

る

プ
ン
タ

ス
し

←

真

センチ

式
様

号
）

係
関

条
２

第

統
←

ル
ト
ー
メ
チ
ン

セ
→

写

メートル→

チ
ン
セ

９
横

、
ル

ト
ー

メ

日
月

年
ら
か

と
ル

ト
ー

メ

調
計

事
知

県
口

山

年

で
ま

日
月

年。
る

す

氏

証
員

査

付
交
日

月

生印

き
大
の
紙
用

考
備

名

号
第

し
若

、
せ

セ
６

縦
、

は
さ

前
２

問
質

に
者

係
関
は
く

検
入
立

り
よ
に
定
規
の
項

求
請
の

者
係
関
、
し

帯
携

あ
が

）
略
省
項

３
第

知
条
６
第

）
等
査
検

入
立

該
当

統
う
行

の
そ

、
は
事

め
求
を

告
報
の
査
調
計
統

職
の

他
の

そ
員

査
調

計
統

口
山
、
は
者
の

記
上

に
員

を
査
検

入
立
り

調
計
統

県

日
月

年

る
あ
で

員
職
う
行 プ

ン
タ
ス

し
出

押

真

← センチ

式
様
号

２
第

）
係

関
条
３
第

←
ル
ト
ー
メ
チ
ン

セ
→

写

メートル→

セ
９

横
、

ル
ト

ー
メ

チ
ン

が
と
こ
る
せ
さ

ー
メ

チ
ン

計
統
る

す
を

査

。
る

き
で

た
っ

職
の
他
の
そ
員
査
調

し
示

提
を

れ
こ

、
は

き
と

け
な

）
裏

抜
例

条
査

調
計

統
県

口
山

告
報
な
確

正
の
査
調
計

粋

に
者

た
れ

ら

た
る
め

求
を

、

関
に
告
報
の
そ
、
し
対

り
入

ち
立

に
所

場
な

要
必

例
条
査

職

簿
帳

、

成
平

を
と
こ

第
例
条
県
口
山
年

口
山

行
発

。
す

ま
し

明
証

県

）
表

査
調
事

従 所

書
明

証
分

身

そ
、
は
員

。
る
す

と
ル

ト

を
書
明
証
す
示
を

分
身
の

要
必

め

。
い
な
ら
な
ば
れ

は
き

と
る

め
認

と
る

あ
が

め
求

を
出
提
の
料
資
し

、

の
そ

類
書

、

の
そ
は
又
、

名
氏

さ
査

検
を

件
物

の
他

の
項
１

第
条
６
第
）
号
２

事
知

よ
に
定
規

印

称
名

の
計
統
る
す

属

号
第 二



平成

５（
庶

年 月 日 火曜日

２３４
こ

（
部

第
五

２３４

山 口 県

２（
会

第
三

２３
務

（
会

第
四

報

（
趣

第
一号会

（
任

第
二と

（号 外 ）

山
山

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

務
）

会
議
の
議
長
は
、
会
長
を
も
っ
て

会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席

会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員

ろ
に
よ
る
。

会
）

条

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
会
長

部
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す

部
会
の
議
長
は
、
部
会
に
属
す
る

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で

長
及
び
副
会
長
）

条

審
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会

を
代
理
す
る
。

議
）

条

審
議
会
の
会
議
（
以
下
こ
の

山
口
県
食
の
安
心
・
安
全
審
議

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
食
の

）
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定

」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営

期
）

条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す

す
る
。

口
県
食
の
安
心
・
安
全
審
議
会
規

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
三
十
六
号

は
、
部
会
の
会
議
に
準
用
す
る

充
て
る
。

し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で

の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ

が
指
名
す
る
。

る
。

委
員
が
互
選
す
る
。

き
る
。

長
各
一
人
を
置
き
、
委
員
の
互

会
を
代
表
す
る
。

長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会

条
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う

会
規
則

安
心
・
安
全
推
進
条
例
（
平
成

に
基
づ
き
、
山
口
県
食
の
安
心
・

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
知

。 き
な
い
。

の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と

と
が
で
き
る
。

選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職

。
）
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

二
十
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三

安
全
審
議
会
（
以
下
「
審
議

る
も
の
と
す
る
。

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

事

二

井

関

成

告
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）

（
食
品
の
自
主
的
な
回
収
の
措

第
四
条

条
例
第
二
十
七
条
第

ホ
、
同
項
第
三
号
ヲ
若
し

二

省
令
第
二
十
一
条
第
一

チ
若
し
く
は
リ
若
し
く
は

合
三

省
令
第
二
十
一
条
第
一

ワ
若
し
く
は
同
項
第
四
号

（
食
品
の
自
主
的
な
回
収
に
着

第
三
条

条
例
第
二
十
七
条
第

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
口

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

（
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生

第
二
条

条
例
第
二
十
七
条
第

当
し
な
い
場
合
と
す
る
。

一

食
品
衛
生
法
施
行
規
則

う
。
）
第
二
十
一
条
第
一

和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第

山
口
県
食
の
安
心
・
安
全
推

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
三
十
七
号

山
口
県
食
の
安
心
・
安

（
趣
旨
）

第
六
条

審
議
会
の
庶
務
は
、

（
そ
の
他
）

第
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る

議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

を
最
寄
り
の
保
健
所
の
長
に
提
出

置
の
終
了
の
報
告
）

四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ

く
は
同
項
第
四
号
チ
に
規
定
す
る

項
第
一
号
ヘ
、
ト
若
し
く
は
ヌ
又

同
項
第
四
号
ホ
若
し
く
は
ヘ
に
規

項
第
一
号
チ
又
は
乳
等
省
令
第
七

リ
に
規
定
す
る
表
示
の
基
準
に
違

手
し
た
旨
の
報
告
）

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ

県
食
の
安
心
・
安
全
推
進
条
例
（

。
）
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事

ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
）

一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
場

（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

項
第
一
号
ロ
又
は
乳
及
び
乳
製
品

五
十
二
号
。
以
下
「
乳
等
省
令
」

進
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布

一
日

山
口

全
推
進
条
例
施
行
規
則

環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課
に
お
い

も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
と
す
る
者
は
、
食
品
回
収
終
了

表
示
の
基
準
に
違
反
し
た
場
合

は
乳
等
省
令
第
七
条
第
二
項
第
三

定
す
る
表
示
の
基
準
に
違
反
し
た

条
第
二
項
第
二
号
ヘ
、
同
項
第
三

反
し
た
場
合

う
と
す
る
者
は
、
食
品
回
収
着
手

平
成
二
十
年
山
口
県
条
例
第
四
十

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

二
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と

の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（

と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
二

す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

て
処
理
す
る
。

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が

報 号場号報 三該い昭号 審



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

告な
（
身

第
五こ

書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
を
前
条

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
証
明
書
の
様
式
）

条

条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
の

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

の
食
品
回
収
着
手
報
告
書
を
受

身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
し
た
保
健
所
の
長
に
提
出
し

第
三
号
様
式
に
よ
る
。

た
し
反
違

は
又
、
し
反
違

法
生
衛
品
食
る
あ

れ
そ

お

規
の
法
生
衛
品
食

定
規
の

し
反
違
は

、
し
反

違
に

定

び
実
事

る
あ

が
れ
そ

お
た

さ
定

想

因
原

の
生
発
の
そ

を
収

回

影
の

へ
康

健
る

れ

注

業
事

は
又

所
務

事
う

行

名
氏
び
及
所
住
の
者

告
報

す
入
記
を
名

氏
の
者

、
は

大
の
紙

用
考
備

。
と

こ
る

特
を
品

工
本
日

、
は

さ
き

報
情

要
必
に

め
た

る
す

定

入
輸
、
産
生

品 食 る す 収

所
業
事
た

行
を
売
販
は
又

販
先

荷
出

月
年

売
販

荷
出

数
び
及
舗
店
た
っ

行
を
売

回

月
年

た
し

手
着

に
収

回

方
の

収

入
輸
り
お

と
の
記
下

産
生

第

食
た
し

売
販

り
よ

に
定
規
の
項

１
第
条

の
そ
号

番
造

製
、
態
形 名

回
の
他

式
様
号

１
第

記
別

所
健
保

食

）
係

関
条
３
第

様
長

っ
あ

に
人

法 所 響 及 又 が業

事
る
た

主
の

そ
、

は
て

格
規

所

称
名

な

。
る
す

と
４

列

法

年
日 量

年
日 っ

地
在

の
た

し
手

着
に

収
回

の
品

記

。
す

ま
し

告
報

山
、
で

食 称

告
報

郵 告
報

手
着

収
回

品

氏 住
者

名
に
び

並
地
在
所
の
所
務

日
月

日
月

表
代
び
及
称

安
の

食
県

口

）
番

局
話

電

年

書

例
条

進
推

全
安
・

心

名 所 号
番
便

日
月

四



平成

考
備

年 月 日 火曜日
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